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報道関係者各位

平成２５年「高年齢者の雇用状況」集計結果

高年齢者を６５歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成

２５年「高年齢者の雇用状況」（６月１日現在）の集計結果をまとめましたので公表します。

平成２５年４月１日の改正高年齢者雇用安定法の施行後としては初めての結果の公表と

なります。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、６５歳までの安定した雇用を確保する

ため、企業に「定年の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置

（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付け、毎年６月１日現在の高年齢者の雇用状況

の報告を求めています。

今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員３１人以上の企業９，０９８社の状況

をまとめたものです。

なお、この集計では、従業員３１人～３００人規模を「中小企業」、３０１人以上規模を

「大企業」としています。

【集計結果の主なポイント】

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は９４．６％（表１）

・ 中小企業は９４．２％

・ 大 企 業は９７．９％

※ 平成２５年４月に制度改正（継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）があった

（参考）制度改正前の「実施済み」の企業の割合と比較すると３．０ポイントの減少

２ 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業は大幅増加

⑴ 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業は６，０３０社で割合は６６．３％（前年より

１，６９３社、１７．０ポイント増加）（表４）

・ 中小企業では５，５９７社で割合は６８．７％（前年より１，４９７社、１６．４ポイ

ント増加）

・ 大企業では４３３社で割合は４５．４％（前年より１９６社、２０．８ポイント増加）
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⑵ ７０歳以上まで働ける企業は２，０３２社で割合は２２．３％（前年より１３４社、０．７

ポイント増加）（表５）

・ 中小企業では１，８７５社で割合は２３．０％（前年より１２７社、０．７ポイント増

加）

・ 大企業では１５７社で割合は１６．５％（前年より７社、１．０ポイント増加）

３ 定年到達者に占める継続雇用者の割合

過去１年間の６０歳定年企業における定年到達者（２３，５２７人）のうち、継続雇用され

た人は１８，６１０人（７９．１％）、継続雇用を希望しない定年退職者は４，７１６人（２０

．０％）、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は２０１人（０．９％）（表７－１）

※ 今回の集計における定年到達者については、平成２４年６月１日～平成２５年３月３１日の１０か

月間は改正前の旧制度下の状況、平成２５年４月１日～平成２５年５月３１日までの２か月間は改

正後の状況となっている。

詳細は、次頁以下をご参照ください。

＜集計対象＞

常時雇用する労働者が３１人以上の企業９，０９８社

・ 中小企業（３１～３００人規模）：８，１４４社

※うち ３１～５０人規模 ：３，１９７社

５１～３００人規模：４，９４７社

・ 大 企 業（３０１人以上規模） : ９５４社
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１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

※ 平成２５年４月に制度改正（継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）

があったため、本年と前年の数値は単純には比較できない。

⑴ 全体の状況

高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合は

９４．６％（８，６０５社）、５１人以上規模の企業で９５．４％（５，６２７社）

となっている。

【参考】制度改正前の「実施済み」の企業の割合と比較すると３．０ポイント

の減少（５１人以上規模の企業で３．０ポイントの減少）。

雇用確保措置が未実施である企業の割合は５．４％（４９３社）（前年に比べ３．

０ポイント増加）、５１人以上規模企業で４．６％（２７４社）（同３．０ポイン

ト増加）となっている。（表１）

実施済企業の減少、未実施企業の増加は、平成２５年４月の制度改正の影響が

大きい。なお、雇用確保措置が未実施である企業のうち、制度改正により廃止さ

れた労使協定による継続雇用制度の対象者を限定する基準がある６５歳までの

継続雇用制度を導入している企業は、３６９社（全体の４．１％）であった。

⑵ 企業規模別の状況

雇用確保措置の実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では９７．９％

（９３４社）（同１．４ポイント減少）、中小企業では９４．２％（７，６７１社）

（同３．２ポイント減少）となっている。（表１）
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⑶ 雇用確保措置の内訳

雇用確保措置の実施済企業のうち、

① 「定年なし(または

（２６４社）（同０．１

② 「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている

（１，１１９社）（同

③ 「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている

（７，２２２社）（同

となっており、定年制度により

り雇用確保措置を講じる企業の比率が

⑷ 継続雇用制度の内訳

「継続雇用制度の導入

うち、

① 希望者全員を対象とする

３％（４，６４７社）（同

② 高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく

定する基準がある継続雇用制度を導入している

７％（２，５７５社）
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継続雇用制度の導入
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雇用確保措置の実施済企業のうち、

または廃止)」により雇用確保措置を講じている

０．１ポイント増加）

「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は

（同０．９ポイント増加）

継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている

（同１.０ポイント減少）

となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度によ

雇用確保措置を講じる企業の比率が高い。（表３－１）

導入」により雇用確保措置を講じている企業（

希望者全員を対象とする６５歳以上の継続雇用制度を導入している企業は

社）（同１９．５ポイント増加）

高年齢者雇用安定法一部改正法の経過措置に基づく継続雇用制度の

継続雇用制度を導入している企業（経過措置適用企業）

社）（同１９．５ポイント減少）となっている
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企業は１３．０％

継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は８３．９％

雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度によ

企業（７，２２２社）の

歳以上の継続雇用制度を導入している企業は６４．

継続雇用制度の対象者を限

（経過措置適用企業）は３５．

となっている。（表３－２）
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⑸ 継続雇用先の内訳

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（

の継続雇用先について、

以外の継続雇用先（親会社・子会社、関連会社等）

（６２３社）となっている。

２ 希望者全員が６５歳以上

⑴ 希望者全員が６５歳以上

希望者全員が６５歳以上

社増加）、割合は６６．３

企業規模別に見ると、

① 中小企業では５，５９７

ポイント増加）

② 大企業では４３３

増加）

となっており、制度改正により大幅に増加している

⑵

３

①

②

と

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（

の継続雇用先について、自社のみである企業は９１．４％（６，５９９

親会社・子会社、関連会社等）のある

社）となっている。

以上まで働ける企業等について

以上まで働ける企業の状況

以上まで働ける企業は６，０３０社（対前年差

６６．３％（同１７．０ポイント増加）となっている。

企業規模別に見ると、

５，５９７社（同１，４９７社増加）、６８．７

４３３社（同１９６社増加）、４５．４％（同２０．８

制度改正により大幅に増加している。（表４）

「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業（７，２２２社）

６，５９９社）、自社

のある企業は８．６％

社（対前年差１，６９３

）となっている。
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２０．８ポイント
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企業規模別に見ると、

中小企業では１，８７５

ト増加）

大企業では１５７社（同

なっている 。（表５
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まで働ける企業の状況

まで働ける企業は、２，０３２社（同１３４社増加）、

ポイント増加）となっている。

企業規模別に見ると、

１，８７５社（同１２７社増加）、２３．０％（

社（同７社増加）、１６．５％（同１．０

５）
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３ 定年到達者等の動向について

⑴ 定年到達者の動向

※ 平成２５年４月に制度改正（継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）

があったが、定年到達者については、

の１０か月間は改正前の旧制度下の状況であり、改正後の

１日～平成２５年５月３１

一部分しか反映されていない。

過去１年間（平成２４

における定年到達者（２３，５２７

人（７９．１％）（うち子会社・関連会社等での継続雇用者は

を希望しない定年退職者は

継続雇用されなかった者は

0% 5%

31～300

人

301人以上

全企業

3.9%

1.5%

3.7%

9.0%

6.5%

8.7%

0.0%

0.3%

基準該当者希望者全員70歳以上

の継続雇用制度

について

年４月に制度改正（継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止）

定年到達者については、平成２４年６月１日～平成

か月間は改正前の旧制度下の状況であり、改正後の状況は

３１日までの２か月間に限られるため、制度

一部分しか反映されていない。

２４年６月１日から平成２５年５月３１日）の

２３，５２７人）のうち、継続雇用された者は

％）（うち子会社・関連会社等での継続雇用者は６０６

を希望しない定年退職者は４，７１６人（２０．０％）、継続雇用を希望したが

継続雇用されなかった者は２０１人（０．９％）となっている。（表７－１
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年６月１日～平成２５年３月３１日

状況は平成２５年４月

制度改正の影響は

日）の６０歳定年企業

人）のうち、継続雇用された者は１８，６１０

６０６人）、継続雇用

％）、継続雇用を希望したが

％）となっている。（表７－１）
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79.1% 20.0% 0.9%
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歳定年企業における定年到達者の動向

継続雇用を希望しない

定年退職者
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継続雇用されなかった者

継続雇用者
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⑵ 経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況

平成２５年４月１日から平成

対象者を限定する基準がある企業において、

到達した者（８，２１７

７，３１３人（８９．０

（９．１％）、継続雇用を希望したが

１５５人（１．９％）となっている。

４ 高年齢労働者の状況

⑴ 年齢階級別の常用労働者数について

３１人以上規模企業における常用労働者数（約

以上の常用労働者数は１６６，４４７

年齢階級別に見ると、

３８，９９４人、７０歳以上が

⑵ 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の

５１人以上規模企業における

あり、雇用確保措置の義務化前

している。

３１人以上規模企業における

であり、平成２１年と比較すると、

89.0%

0% 20% 40%

経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況

継続雇用者(基準に該当し引き続き継続雇

用された者
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経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況

年４月１日から平成２５年５月３１日までの間に、

対象者を限定する基準がある企業において、基準を適用できる年齢（

８，２１７人）のうち、基準に該当し引き続き継続雇用された者は

８９．０％）、継続雇用の更新を希望しなかった者は

％）、継続雇用を希望したが基準に該当せずに継続雇用

％）となっている。（表７－２）

年齢階級別の常用労働者数について

以上規模企業における常用労働者数（約１８０万人）のうち、

１６６，４４７人で９．３％を占めている。

年齢階級別に見ると、６０～６４歳が１１５，８００人、

歳以上が１１，６５３人となっている。

雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の推移

人以上規模企業における６０歳以上の常用労働者数は１４９，６２３

雇用確保措置の義務化前(平成１７年)と比較すると、７８，９７６

人以上規模企業における６０歳以上の常用労働者数は１６６，４４７

年と比較すると、２１，９９５人増加している

89.0% 9.1% 1.9%

40% 60% 80% 100%

経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況

継続雇用を

希望しなかった者

基準に該当し引き続き継続雇 基準に該当

しない者

経過措置に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準の適用状況

日までの間に、経過措置に基づく

基準を適用できる年齢（６１歳）に

基準に該当し引き続き継続雇用された者は

を希望しなかった者は７４９人

継続雇用が終了した者は

万人）のうち、６０歳

を占めている。

人、６５～６９歳が

となっている。

１４９，６２３人で

７８，９７６人増加

１６６，４４７人

している。（表８）

1.9%

継続雇用者

(基準に該当し引き続き

継続雇用された者)

継続雇用を

希望しなかった者

基準に該当しない者

経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況

基準に該当
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５ 今後の取組

⑴ 雇用確保措置の定着に向けた取組

平成２５年４月の制度改正の影響もあり、雇用確保措置が未実施である企業が

４９３社（３１人以上規模企業）あることから、引き続き個別指導を強力に実施

し、早期解消を図る。

⑵ 生涯現役社会の実現に向けた「７０歳まで働ける企業」の普及・啓発

少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の低下、団塊世代の６５歳への到達等

を踏まえ、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、６５歳までの雇用確保

を基盤として「７０歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。

144,452
150,628

160,260 165,320 166,447

70,647
78,191

97,843

121,653
131,081

136,942
146,163 150,377 149,623

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

３１人以上規模企業

５１人以上規模企業

６０歳以上の常用労働者の推移

（人）



表１ 雇用確保措置の実施状況
（社、％）

7,671 (7,630)

94.2% (97.4%)

2,978 (2,746)

93.1% (96.1%)

4,693 (4,884)

94.9% (98.2%)

934 (958)

97.9% (99.3%)

8,605 (8,588)

94.6% (97.6%)

5,627 (5,842)

95.4% (98.4%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。

表２ 規模別・産業別実施状況
（％）

94.1% (100.0%) 100.0% (100.0%) 5.9% (0.0%) 0.0% (0.0%)

100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

95.8% (98.3%) 97.3% (99.5%) 4.2% (1.7%) 2.7% (0.5%)

95.1% (98.3%) 95.8% (98.8%) 4.9% (1.7%) 4.2% (1.2%)

76.5% (100.0%) 100.0% (100.0%) 23.5% (0.0%) 0.0% (0.0%)

90.2% (96.3%) 92.4% (97.6%) 9.8% (3.7%) 7.6% (2.4%)

94.6% (98.7%) 94.6% (98.7%) 5.4% (1.3%) 5.4% (1.3%)

93.8% (96.4%) 94.5% (97.8%) 6.2% (3.6%) 5.5% (2.2%)

98.3% (100.0%) 100.0% (100.0%) 1.7% (0.0%) 0.0% (0.0%)

93.6% (97.3%) 91.8% (100.0%) 6.4% (2.7%) 8.2% (0.0%)

93.6% (96.4%) 96.8% (98.1%) 6.4% (3.6%) 3.2% (1.9%)

95.6% (96.7%) 95.2% (98.0%) 4.4% (3.3%) 4.8% (2.0%)

92.5% (97.2%) 94.0% (98.3%) 7.5% (2.8%) 6.0% (1.7%)

91.5% (93.3%) 93.3% (94.3%) 8.5% (6.7%) 6.7% (5.7%)

95.5% (97.8%) 96.0% (98.7%) 4.5% (2.2%) 4.0% (1.3%)

96.0% (95.6%) 97.2% (97.3%) 4.0% (4.4%) 2.8% (2.7%)

95.1% (97.3%) 95.6% (97.4%) 4.9% (2.7%) 4.4% (2.6%)

0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%) 0.0% (0.0%)

94.6% (97.6%) 95.4% (98.4%) 5.4% (2.4%) 4.6% (1.6%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。

①実施済み ②未実施 合計（①＋②）

31～300人
473 (202) 8,144 (7,832)

5.8% (2.6%) 100.0% (100.0%)

31～50人
219 (111) 3,197 (2,857)

6.9% (3.9%) 100.0% (100.0%)

51～300人
254 (91) 4,947 (4,975)

5.1% (1.8%) 100.0% (100.0%)

301人以上
20 (07) 954 (965)

2.1% (0.7%) 100.0% (100.0%)

31人以上
総計

493 (209) 9,098 (8,797)

5.4% (2.4%) 100.0% (100.0%)

51人以上
総計

274 (98) 5,901 (5,940)

4.6% (1.6%) 100.0% (100.0%)

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

規
模
別

31～50人 93.1% (96.1%) 6.9% (3.9%)

51～100人 94.3% (97.8%) 5.7% (2.2%)

101～300人 95.6% (98.7%) 4.4% (1.3%)

301～500人 97.9% (99.1%) 2.1% (0.9%)

501～1,000人 97.4% (99.3%) 2.6% (0.7%)

51人以上 31人以上 51人以上

1,001人以上 98.7% (99.6%) 1.3% (0.4%)

合 計 94.6% (97.6%) 5.4% (2.4%)

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

産
業
別

31人以上

サービス業（他に分類されないもの）

その他

合 計

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

農、林、漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

－９－



表３-１ 雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳
（社、％）

261 (250) 1,061 (985) 6,349 (6,395) 7,671 (7,630)

3.4% (3.3%) 13.8% (12.9%) 82.8% (83.8%) 100.0% (100.0%)

145 (133) 496 (424) 2,337 (2,189) 2,978 (2,746)

4.9% (4.8%) 16.7% (15.4%) 78.5% (79.7%) 100.0% (100.0%)

116 (117) 565 (561) 4,012 (4,206) 4,693 (4,884)

2.5% (2.4%) 12.0% (11.5%) 85.5% (86.1%) 100.0% (100.0%)

3 (5) 58 (55) 873 (898) 934 (958)

0.3% (0.5%) 6.2% (5.7%) 93.5% (93.7%) 100.0% (100.0%)

264 (255) 1,119 (1,040) 7,222 (7,293) 8,605 (8,588)

3.1% (3.0%) 13.0% (12.1%) 83.9% (84.9%) 100.0% (100.0%)

119 (122) 623 (616) 4,885 (5,104) 5,627 (5,842)

2.1% (2.1%) 11.1% (10.5%) 86.8% (87.4%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。
「合計」は表１の「①実施済み」に対応している。

表３－２ 継続雇用制度の内訳
（社、％）

4,275 (3,070) 2,074 (3,325) 6,349 (6,395)

67.3% (48.0%) 32.7% (52.0%) 100.0% (100.0%)

1,765 (1,240) 572 (949) 2,337 (2,189)

75.5% (56.6%) 24.5% (43.4%) 100.0% (100.0%)

2,510 (1,830) 1,502 (2,376) 4,012 (4,206)

62.6% (43.5%) 37.4% (56.5%) 100.0% (100.0%)

372 (200) 501 (698) 873 (898)

42.6% (22.3%) 57.4% (77.7%) 100.0% (100.0%)

4,647 (3,270) 2,575 (4,023) 7,222 (7,293)

64.3% (44.8%) 35.7% (55.2%) 100.0% (100.0%)

2,882 (2,030) 2,003 (3,074) 4,885 (5,104)

59.0% (39.8%) 41.0% (60.2%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。
「合計」は表３-１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

表３－３ 継続雇用先の内訳
（社、％）

①
自社のみ

②
自社、親会
社・子会社

③
自社、関連

会社等

④
自社、親会
社・子会社、
関連会社等

⑤
親会社・子

会社

⑥
親会社・子
会社、関連

会社等

⑦
関連会社

等

小計
（②～⑦）

合計
（①～⑦）

5,915 207 92 60 63 1 11 434 6,349

93.2% 3.3% 1.4% 0.9% 1.0% 0.0% 0.2% 6.8% 100.0%

2,223 48 25 20 19 0 2 114 2,337

95.1% 2.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.0% 0.1% 4.9% 100.0%

3,692 159 67 40 44 1 9 320 4,012

92.0% 4.0% 1.7% 1.0% 1.1% 0.0% 0.2% 8.0% 100.0%

684 107 27 30 23 0 2 189 873

78.4% 12.3% 3.1% 3.4% 2.6% 0.0% 0.2% 21.6% 100.0%

6,599 314 119 90 86 1 13 623 7,222

91.4% 4.3% 1.6% 1.2% 1.2% 0.0% 0.2% 8.6% 100.0%

4,376 266 94 70 67 1 11 509 4,885

89.6% 5.4% 1.9% 1.4% 1.4% 0.0% 0.2% 10.4% 100.0%

※ 「合計」は表３-１の「③継続雇用制度の導入」に対応している。

31人以上総計

51人以上総計

自社以外の継続雇用先がある企業

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

①
希望者全員65歳以上

の継続雇用制度 合計（①＋②）

51～300人

②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 合計（①＋②＋③）

31～300人

31～50人

①定年制の廃止

51人以上総計

301人以上

31人以上総計

51人以上総計

「②定年の引上げ」は65歳以上（平成24年は64歳以上）の定年の定めを設けている企業、「③継続雇用制度の導入」は定年年齢
は65歳未満だが継続雇用制度の年齢を65歳以上（平成24年は64歳以上）としている企業を、それぞれ計上している。

②
基準該当者65歳以上

の継続雇用制度
（経過措置適用企業）

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上総計

－１０－



表４ 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業の状況
（社、％）

261 (250) 1,061 (925) 4,275 (2,925) 5,597 (4,100) 8,144 (7,832)

3.2% (3.2%) 13.0% (11.8%) 52.5% (37.3%) 68.7% (52.3%) 100.0% (100.0%)

145 (133) 496 (401) 1,765 (1,195) 2,406 (1,729) 3,197 (2,857)

4.5% (4.7%) 15.5% (14.0%) 55.2% (41.8%) 75.3% (60.5%) 100.0% (100.0%)

116 (117) 565 (524) 2,510 (1,730) 3,191 (2,371) 4,947 (4,975)

2.3% (2.4%) 11.4% (10.5%) 50.7% (34.8%) 64.5% (47.7%) 100.0% (100.0%)

3 (5) 58 (53) 372 (179) 433 (237) 954 (965)

0.3% (0.5%) 6.1% (5.5%) 39.0% (18.5%) 45.4% (24.6%) 100.0% (100.0%)

264 (255) 1,119 (978) 4,647 (3,104) 6,030 (4,337) 9,098 (8,797)

2.9% (2.9%) 12.3% (11.1%) 51.1% (35.3%) 66.3% (49.3%) 100.0% (100.0%)

119 (122) 623 (577) 2,882 (1,909) 3,624 (2,608) 5,901 (5,940)

2.0% (2.1%) 10.6% (9.7%) 48.8% (32.1%) 61.4% (43.9%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。
「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は「定年制の廃止」、「65歳以上定年」及び「希望者全員65歳以上の継続雇用制度」の合計である。
「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

表５ 70歳以上まで働ける企業の状況
（社、％）

261 (250) 68 (55) 319 (250) 733 (664) 494 (529) 1,875 (1,748) 8,144 (7,832)

3.2% (3.2%) 0.8% (0.7%) 3.9% (3.2%) 9.0% (8.5%) 6.1% (6.8%) 23.0% (22.3%) 100.0% (100.0%)

145 (133) 36 (26) 172 (120) 279 (231) 176 (185) 808 (695) 3,197 (2,857)

4.5% (4.7%) 1.1% (0.9%) 5.4% (4.2%) 8.7% (8.1%) 5.5% (6.5%) 25.3% (24.3%) 100.0% (100.0%)

116 (117) 32 (29) 147 (130) 454 (433) 318 (344) 1,067 (1,053) 4,947 (4,975)

2.3% (2.4%) 0.6% (0.6%) 3.0% (2.6%) 9.2% (8.7%) 6.4% (6.9%) 21.6% (21.2%) 100.0% (100.0%)

3 (5) 0 (1) 14 (7) 62 (72) 78 (65) 157 (150) 954 (965)

0.3% (0.5%) 0.0% (0.1%) 1.5% (0.7%) 6.5% (7.5%) 8.2% (6.7%) 16.5% (15.5%) 100.0% (100.0%)

264 (255) 68 (56) 333 (257) 795 (736) 572 (594) 2,032 (1,898) 9,098 (8,797)

2.9% (2.9%) 0.7% (0.6%) 3.7% (2.9%) 8.7% (8.4%) 6.3% (6.8%) 22.3% (21.6%) 100.0% (100.0%)

119 (122) 32 (30) 161 (137) 516 (505) 396 (409) 1,224 (1,203) 5,901 (5,940)

2.0% (2.1%) 0.5% (0.5%) 2.7% (2.3%) 8.7% (8.5%) 6.7% (6.9%) 20.7% (20.3%) 100.0% (100.0%)

※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。

「報告した全ての企業」は表１の「合計」に対応している。

51人以上
総計

合計
（①＋②＋③）

報告した全ての企業①
定年制の廃止

②
65歳以上定年

③
希望者全員65歳以上

の継続雇用制度

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

合計
（①＋②＋③＋④）

報告した全ての
企業①

定年制の廃止
②

70歳以上定年

③70歳以上の継続雇用制度
④

その他の制度で70
歳以上まで雇用

希望者全員70歳
以上

基準該当者70歳
以上

「70歳以上まで働ける企業」は「定年制の廃止」、「70歳以上定年」、「70歳以上の継続雇用制度」及び「その他の制度で70歳以上まで雇用」の合
計である。

「その他の制度で70歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、企業の実情に応
じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

31～300人

31～50人

51～300人

301人以上

31人以上
総計

51人以上
総計

－１１－



表６ 都道府県別の状況
（％）

北海道 97.3% （94.8%） 70.2% （47.2%） 17.1% （17.2%）
青森 88.1% （97.5%） 71.4% （55.9%） 17.6% （19.0%）
岩手 90.2% （97.1%） 76.9% （60.2%） 19.3% （18.4%）
宮城 95.4% （95.6%） 70.7% （47.2%） 20.2% （17.9%）
秋田 98.9% （98.3%） 80.0% （61.2%） 22.5% （18.2%）
山形 90.8% （97.2%） 63.9% （45.7%） 14.6% （13.7%）
福島 86.8% （96.3%） 64.8% （50.3%） 15.4% （14.4%）
茨城 79.2% （95.3%） 66.0% （53.6%） 17.4% （17.0%）
栃木 97.9% （97.7%） 71.7% （52.7%） 16.4% （17.1%）
群馬 90.2% （96.7%） 70.8% （56.2%） 17.1% （16.8%）
埼玉 93.5% （98.9%） 74.0% （53.5%） 18.6% （18.8%）
千葉 92.3% （95.1%） 69.1% （50.7%） 24.1% （23.6%）
東京 92.1% （96.8%） 58.3% （39.4%） 14.3% （15.3%）

神奈川 92.6% （98.8%） 66.8% （46.4%） 17.7% （18.4%）
新潟 95.3% （98.1%） 72.8% （56.2%） 14.6% （14.2%）
富山 90.6% （99.4%） 64.3% （48.1%） 24.8% （24.0%）
石川 89.6% （95.6%） 69.5% （50.6%） 17.7% （16.7%）
福井 92.8% （99.6%） 68.1% （57.7%） 17.9% （18.3%）
山梨 94.0% （95.2%） 67.0% （46.2%） 16.5% （15.3%）
長野 91.0% （99.3%） 70.8% （59.3%） 20.6% （22.3%）
岐阜 94.1% （99.5%） 76.6% （59.9%） 21.8% （20.9%）
静岡 97.1% （98.1%） 74.5% （55.3%） 20.4% （22.1%）
愛知 94.6% （97.6%） 66.3% （49.3%） 22.3% （21.6%）
三重 98.7% （98.6%） 76.5% （59.4%） 22.4% （21.3%）
滋賀 92.5% （99.1%） 66.6% （48.1%） 16.7% （19.5%）
京都 91.6% （97.0%） 70.3% （52.0%） 17.8% （17.5%）
大阪 95.2% （98.2%） 62.2% （45.5%） 18.2% （18.5%）
兵庫 90.1% （96.2%） 64.7% （47.5%） 16.9% （17.4%）
奈良 87.5% （96.0%） 70.8% （56.0%） 22.4% （20.5%）

和歌山 94.9% （97.7%） 71.2% （52.9%） 19.9% （19.9%）
鳥取 91.2% （98.5%） 64.3% （51.1%） 17.8% （18.0%）
島根 96.9% （99.4%） 75.5% （56.6%） 25.1% （23.5%）
岡山 80.8% （96.8%） 63.1% （52.6%） 21.5% （20.9%）
広島 93.5% （96.8%） 70.5% （52.4%） 19.0% （19.1%）
山口 93.4% （98.1%） 69.9% （52.6%） 23.6% （21.5%）
徳島 92.8% （96.5%） 69.0% （52.8%） 21.4% （20.9%）
香川 92.1% （96.3%） 69.1% （52.2%） 20.4% （18.3%）
愛媛 96.4% （99.6%） 62.5% （45.2%） 22.8% （22.1%）
高知 92.4% （98.8%） 65.5% （46.9%） 16.0% （14.4%）
福岡 87.1% （97.8%） 61.6% （46.2%） 17.1% （17.8%）
佐賀 91.1% （99.2%） 63.7% （47.5%） 16.7% （16.7%）
長崎 82.5% （96.1%） 63.2% （47.7%） 19.5% （20.2%）
熊本 86.7% （95.5%） 64.0% （48.0%） 15.2% （14.5%）
大分 96.2% （97.2%） 78.6% （59.9%） 19.3% （22.2%）
宮崎 89.0% （98.7%） 68.2% （54.2%） 21.0% （19.7%）

鹿児島 96.0% （99.0%） 74.3% （55.1%） 17.4% （18.9%）
沖縄 84.6% （89.1%） 61.0% （43.4%） 16.4% （16.6%）

全国計 92.3% （97.3%） 66.5% （48.8%） 18.2% （18.3%）
※31人以上規模企業の状況
※( )内は、平成24年６月１日現在の数値。

雇用確保措置導入企業割合
希望者全員が65歳以上まで

働ける企業割合
70歳以上まで働ける企業割合

－１２－



表７－１ 60歳定年企業における定年到達者等の状況

※過去１年間（平成24年６月１日から平成25年５月31日）に60歳定年企業において定年年齢に到達した者について集計している。
( )内は、平成24年６月１日現在の数値。
「継続雇用の終了による離職者数」は継続雇用制度における上限年齢に到達したことによる離職者の数。

表７－２ 経過措置適用企業における基準適用年齢到達者の状況

6,553

1,1605,768 83.5% －

20118,610

－

（1.2%）

企業数
（社）

定年到達者総数
（人）

継続雇用の
終了による
離職者数

（人）

定年退職者数
（継続雇用を希望しない者）

定年退職者数
（継続雇用を希望したが継続雇用さ

れなかった者）

60歳定年企業で
定年到達者がいる企業等

4,459 23,527 4,716

0.4%

0.9%

うち女性 1,978 6,910 1,113 16.1% － 29

20.0% （27.7%）

継続雇用者 うち子会社・関連会社等での継
続雇用者

606

46

79.1% （77.4%） 2.6% －

0.7% －

－
1
３

－

※平成25年４月１日から平成25年５月31日に経過措置適用企業（60歳、61歳定年企業）において基準適用年齢に到達した者について集計している。

9.1% 155 1.9%

104 6.5% 38 2.4%

企業数
（社）

基準適用年齢到
達者総数

（人）

継続雇用者数
（基準に該当し引き
続き継続雇用され

た者）

継続雇用終了者数
（継続雇用を

希望しなかった者）

継続雇用終了者数
（基準に該当しない

者）

経過措置適用企業で基準適用
年齢到達者（61歳）がいる企業

818 8,217 7,313 89.0% 749

うち女性 329 1,593 1,451 91.1%



表８ 年齢別常用労働者数
（人）

年齢計 60歳以上合計
60～64歳

65歳以上
(平成25年はうち70歳以上)

5
1
人
以
上

規
模
企
業

平成17年 1,387,907人 (100.0) 70,647人 （100.0） 54,559人 (100.0) 16,088人 (100.0)

平成18年 1,440,126人 (103.8) 78,191人 （110.7） 58,151人 (106.6) 20,040人 (124.6)

平成19年 1,526,878人 (110.0) 97,843人 （138.5） 71,013人 (130.1) 26,830人 (166.8)

平成20年 1,619,106人 (116.7) 121,653人 （172.2） 88,103人 (161.5) 33,550人 (208.5)

平成21年 1,627,508人 (117.3) 131,081人 （185.5） 95,461人 (175.0) 35,620人 (221.4)

平成22年 1,623,766人 (117.0) 136,942人 （193.8） 100,805人 (184.8) 36,137人 (224.6)

(203.9) 34,891人 (216.9)

平成24年 1,694,636人 (122.1) 150,377人 （212.9） 111,621人 (204.6)

平成23年 1,650,106人 (118.9) 146,163人 （206.9） 111,272人

38,756人 (240.9)

－
1
4

－

※（ ）は平成17年を100とした場合の比率（31人以上は平成21年を100とした場合の比率）

平成24年 1,694,636人 (122.1) 150,377人 （212.9） 111,621人 (204.6) 38,756人 (240.9)

平成25年 1,673,162人 149,623人 （211.8） 105,673人 (193.7)
43,950人
(9,642人)

(273.2)

3
1
人
以
上

規
模
企
業

平成21年 1,735,226人 (100.0) 144,452人 （100.0） 104,183人 (100.0) 40,269人

(101.3) 160,260人 （110.9） 120,676人

(100.0)

平成22年 1,728,661人 (99.6) 150,628人 （104.3） 109,820人 (105.4) 40,808人 (101.3)

(120.6)

(125.8)

44,213人 (109.8)

(98.3)

平成25年 1,799,013人 (103.7) 166,447人 （115.2） 115,800人 (111.2)
50,647人

（11,653人)

(115.8) 39,584人

平成24年 1,808,416人 (104.2) 165,320人 （114.4） 121,107人 (116.2)

平成23年 1,757,792人

－


